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収
納
事
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…
…
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…
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…
六
一
五

○
家
畜
等
の
移
動
を
禁
止
す
る
区
域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
一
五

公
　
　
　
告

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
一
六

○
落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
一
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
公
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
委
託
の
相
手
方

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
淡
路
町
二
丁
目
一
番
一
号
　
弁
護
士
法
人
開
明
法
律
事
務
所

二
　
委
託
に
係
る
公
金

山
梨
県
立
中
央
病
院
の
患
者
の
医
療
費
等
に
係
る
一
部
の
未
収
金

三
　
委
託
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（一）

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

上
野
原
市
秋
山
字
尾
廣
沢
七
三
七
六
の
一
・
七
三
七
六
の
六
・
七
三
七
六
の
七
・
七
三
七
六

の
一
五
・
七
三
七
六
の
一
七
・
七
三
七
六
の
一
九
・
七
三
八
六
の
一
・
七
三
八
六
の
二
・
七
三

八
七
の
一
・
七
三
八
八
・
七
三
八
八
の
二
（
以
上
十
一
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。）、
七
三
七
六
の
八
か
ら
七
三
七
六
の
一
四
ま
で
、
七
三
七
六
の
一
六
、
七
三
七
六
の
一
八
、

七
三
八
六
の
三
、
七
三
八
六
の
四
、
七
三
八
七
の
二
、
七
三
八
七
の
三

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

解
除
の
理
由

鉄
道
用
地
と
す
る
た
め

二
（一）

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

上
野
原
市
秋
山
字
小
裾
辺
七
八
三
三
の
一
・
七
八
三
七
の
五
・
七
八
三
七
の
六
（
以
上
三
筆
に

つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）
七
八
三
三
の
二
、
七
八
三
七
の
七

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

解
除
の
理
由

鉄
道
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
山
梨
県
庁
及
び
上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に

供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（一）

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
ア
ル
プ
ス
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
　
　

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
九
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

六
一
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
一
年

十
一
月
十
九
日

第
千
九
百
九
十
八
号

木　曜　日



s

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

d

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

二
（一）

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

南
ア
ル
プ
ス
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
　
　
　

１
　
立
木
の
伐
採
方
法

a

主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

s

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

d

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

南
ア
ル
プ
ス
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

甲
府
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

甲
府
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う

に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
（一）

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
　
　

１
　
立
木
の
伐
採
の
方
法

a

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

s

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

d

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

北
杜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

二
（一）

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

北
杜
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

（二）

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

（三）

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１
　
立
木
の
伐
採
方
法

a

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
九
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

六
一
四



字
日
影
田
一
三
〇
八
・
字
下
耕
地
三
四
三
九
の
二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部

分
に
限
る
。）、
字
長
原
三
七
一
の
二
、
三
七
二
の
二
、
三
七
二
の
三

s

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

d

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

f

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２
　
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

北
杜
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

家
畜
伝
染

家
畜
の

患
畜
又
は
疑
似

発
生

発
　
生
　
場
　
所

発
　
生
　
年
　
月
　
日

病
の
種
類

種
類

患
畜
の
区
分

群
数

腐
蛆そ

病

み
つ
ば

患
畜

二

北
杜
市

平
成
二
十
一
年

ち

須
玉
町
若
神
子

十
月
二
十
九
日

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
四
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

家
畜
伝
染

家
畜
の

患
畜
又
は
疑
似

発
生

発
　
生
　
場
　
所

発
　
生
　
年
　
月
　
日

病
の
種
類

種
類

患
畜
の
区
分

群
数

腐
蛆そ

病

み
つ
ば

患
畜

二

北
杜
市

平
成
二
十
一
年

ち

須
玉
町
若
神
子

十
一
月
六
日

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
五
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止

す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
区
域

北
杜
市
須
玉
町
大
豆
生
田
（
田
屋
及
び
覚
林
寺
の
区
域
に
限
る
。）、
藤
田
、
大
蔵
、
若
神
子
、

若
神
子
新
町
、
穴
平
（
二
日
市
場
の
地
域
に
限
る
。）、
東
向
（
東
向
下
の
地
域
に
限
る
。）、
小

倉
（
中
尾
及
び
下
小
倉
の
地
域
に
限
る
。）
及
び
境
之
沢
、
北
杜
市
明
野
町
下
神
取
（
浦
田
、
神
取
、

前
町
及
び
神
明
の
地
域
に
限
る
。）、
浅
尾
新
田
（
白
山
、
踊
石
、
長
坂
、
古
屋
敷
、
栃
沢
及
び
陣

場
の
地
域
に
限
る
。）、
浅
尾
（
洞
、
西
古
新
田
及
び
東
古
新
田
の
地
域
に
限
る
。）
及
び
上
神
取

（
上
和
田
、
中
川
原
、
寺
前
、
向
原
及
び
大
日
河
原
の
地
域
に
限
る
。）
並
び
に
北
杜
市
高
根
町
下

黒
沢
（
東
入
、
大
日
向
、
女
蚊
窪
、
前
田
、
宮
渡
戸
、
向
大
下
、
横
山
及
び
八
斗
蒔
の
地
域
を
除
く
。）、

蔵
原
（
川
久
保
、
作
道
、
新
井
、
西
入
及
び
東
久
保
）
及
び
箕
輪
（
下
耕
地
、
猫
沢
、
大
坪
尻
、
大

林
窪
下
及
び
大
林
原
）

二
　
指
定
家
畜
の
種
類

指
定
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
み
つ
ば
ち

三
　
指
定
の
概
要

指
定
期
間
　
平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
九
日
か
ら
当
分
の
間

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

指
定
家
畜
及
び
腐
蛆そ

病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
は
、
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長

の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
指
定
区
域
内
で
の
移
動
又
は
当
該
区
域
外
へ
の
移
動
を
し
て
は
な
ら
な
　

い
。

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号

山
梨
県
家
畜
伝
染
病
の
ま
ん
延
防
止
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）

第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
腐
蛆そ

病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
、
み
つ
ば
ち
等
の
移
動
を
禁
止

す
る
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
区
域

北
杜
市
明
野
町
上
神
取
、
下
神
取
（
前
町
の
地
域
に
限
る
。）、
浅
尾
新
田
（
長
坂
及
び
栃
沢
の

地
域
を
除
く
。）
及
び
浅
尾
（
坂
南
、
西
畑
、
薬
師
堂
、
坂
北
、
洞
、
俵
石
、
宮
後
、
天
神
、
池
之

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
九
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

六
一
五

、
、

、
、

、
、

、
、



下
吉
良
窪
、
竹
之
内
及
び
向
堤
の
地
域
に
限
る
。）、
北
杜
市
須
玉
町
穴
平
（
中
村
及
び
二
日
市
場

の
地
域
に
限
る
。）、
若
神
子
、
藤
田
、
大
蔵
、
小
倉
（
上
小
倉
の
地
域
を
除
く
。）
及
び
東
向
（
東

向
下
の
地
域
に
限
る
。）
並
び
に
北
杜
市
高
根
町
箕
輪
（
大
林
、
大
坪
原
、
下
雲
雀
沢
、
大
坪
尻
、

大
林
窪
下
、
大
林
原
、
下
耕
地
及
び
猫
沢
の
地
域
に
限
る
。）、
蔵
原
（
前
久
保
、
東
久
保
及
び
宮

の
前
の
地
域
を
除
く
。）、
小
池
（
丸
戸
の
地
域
に
限
る
。）
及
び
下
黒
沢
（
坂
上
、
後
田
、
斜
、
穴

道
、
馬
場
、
以
後
田
、
向
林
、
大
窪
、
打
越
、
湯
沢
、
泥
里
及
び
向
大
下
の
地
域
に
限
る
。）

二
　
指
定
家
畜
の
種
類

指
定
区
域
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
み
つ
ば
ち

三
　
指
定
の
概
要

指
定
期
間
　
平
成
二
十
一
年
十
一
月
六
日
か
ら
当
分
の
間
　
　

四
　
そ
の
他
必
要
な
事
項

指
定
家
畜
及
び
腐
蛆そ

病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品
は
、
西
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長

の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
指
定
区
域
内
で
の
移
動
又
は
当
該
区
域
外
へ
の
移
動
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

公
　
　
　
告

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
央
市
極
楽
寺
字
神
明
二
四
一
の
一
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
央
市
極
楽
寺
四
百
二
十
七
番
地
　
小
野
茂
・
夏
美

'

落
札
者
等
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
落
札
に
係
る
購
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
機
器
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
出
納
局
管
理
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
一
年
十
月
二
十
日

四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

財
団
法
人
日
本
科
学
技
術
振
興
財
団
　
東
京
都
千
代
田
区
北
の
丸
公
園
二
番
一
号

五
　
落
札
金
額

一
億
八
千
六
百
六
十
五
万
八
千
五
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
一
年
九
月
七
日

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
九
百
九
十
八
号
　
　
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
九
日

六
一
六


